（富士見市建設工事請負契約約款第10条関係）
様式第４号（２）

現場代理人等変更通知書

　　　　年　　月　　日　

　（発注者）あて

受注者	住　所
	　　　
	氏　名　　　　　　　　　　　　　　

　下記工事の現場代理人等を変更しましたので、富士見市建設工事請負契約約款第10条第１項の規定により経歴書を添えて通知します。

記
	工事名
	

	工事場所
	

	工期
	

	請負代金額
	

	現場代理人等変更年月日
	

	変更する現場代理人等区分
注１　注２　注４
	【専任・非専任】

	技術者分類
	技術者氏名
	技術者従事期間 注３
	備考

	旧現場代理人等
	フリガナ
	
	

	
	
	
	

	新現場代理人等
	フリガナ
	
	

	
	
	
	

	変更事由

	



注１）監理技術者または主任技術者いずれかを選択する（建設業法第26条1項及び2項）
　　　建設業許可を受けている建設業者が施工する工事には、必ず主任技術者の選任が必要
　　　下請代金の総額が建設業法施行令第2条で定める金額以上の場合、主任技術者に代え監理技術者の選任が必要

注２）監理技術者または主任技術者については、専任または非専任いずれかを選択する。
　　　請負代金額が建設業法施行令第27条1項で定める金額以上の場合、配置技術者は工事ごとの「専任」が必要

注３）技術者従事期間が工期と異なる場合は記入すること。

注４）変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する。
　　　・現場代理人　・主任技術者　・監理技術者　・監理技術者補佐　・専門技術者

